
新人職員採用時マニュアル
業務項目 内容 ポイント 参照（根拠）条文又は参考資料

入社式・採用辞令交
付

①理事長の挨拶
②新人への採用辞令等交付
③法人概要・経営方針等の説明（総務役職者等が担当）

左記入社式内容は、あくまでも一例ですので、各法人の実態に合わせた内容で実施して下さ
い。

労働条件説明
採用時提出書類配布

採用時提出書類の配布と説明（総務担当者等が担当）
就業時間、賃金その他の労働条件に関わる事項の説明

採用時提出書類
・各種諸手当申請用紙（通勤経路、住宅手当、扶養手当等）
・身元保証書及び誓約書
・扶養控除等申告書
・年金手帳、雇用保険被保険者証（前職で加入している場合）
・その他必要な書類　　　　　　　　　　　などがあげられます。

労働条件説明
労働条件については、書面による明示及び口頭による明示に注意して下さい。

労働条件の明示（労基法第１５条）

雇い入れ時研修

〔総務部分〕
・法人の諸規則のうち重要な部分、業務上知っておくべき部分を
説明
・法人や組織の概要や決められたルールを説明
・法人のサービス方針を説明
・ビジネスマナー研修　　などがあげられます。

〔配属先でのOJT〕
・各現場における業務に関する知識や技能
・業務に携わる際の安全衛生教育

新人研修の目的
①法人の方針や概要（組織体制を含む）を知ってもらう
②会社の諸規則を知ってもらう
③携わる業務に必要な知識・技能に関す教育
④安全衛生教育
等があげられます。
特に、安全衛生法上、「従業員を雇い入れた時や、業務内容の変更を行った時等に、従事する
業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行うべきことが定められています。

安全衛生教育（労安法第５９条）

雇入時書類回収
チェック

〔社会保険等手続に必要な書類〕
年金手帳
健康保険被扶養者（異動）届　※扶養すべき家族がある場合
雇用保険被保険者証（前職で被保険者資格有の場合）

〔賃金計算手続に必要な書類〕
諸手当申請書類（通勤、住居、扶養等各種手当）
扶養控除等異動申告書
　※入社の年に前職が有る場合は前職の源泉徴収票を添付して
提出
　　　してもらいましょう。
給与振込口座登録用紙

〔その他〕
身元保証書及び誓約書

社会保険等手続
健康保険の資格取得の際、その職員に、健康保険法上の扶養親族があるかどうかを確認して
下さい。
もし、ある場合は、左記の健康保険被扶養者（異動）届の提出も必要になります。
健康保険被扶養者の認定をする場合は、所得証明、在学証明書、離職票等条件に応じた添付
書類も必要です。

賃金計算手続
《源泉徴収票の提出について 》
税金年度は、１月～１２月ですので、その途中に転職してきた職員は、その年の１月１日以降に
他の事業所で勤務し、給与所得を得ていた分の源泉徴収票を提出してもらい、その年の１２月
に当該前職分を通算して年末調整を行うことになります。その給与所得がパートやアルバイトの
給与でも同様に通算する必要がありますのでできる限り提出してもらうようにする必要がありま
す。
申告がなければ、その年の翌年に当該職員個人で確定申告をする必要があることを伝えましょ
う。

《給与振込口座登録用紙》
賃金支払いには５原則があり、その中で、”通貨で””全額を””直接労働者に”とあります。ただ
し、①労働者の同意があり、②労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込むこと③賃
金の全額が所定の支払日に払い出し得ることの３つの条件を満たせば金融機関への振込によ
り支払うことができます。
よって、賃金を金融機関への振込にする場合は、上記口座登録用紙等で、口座振り込みにする
旨を労働者の同意を得、振込先（労働者本人のみ）の指定ができるようにしましょう。

配布、徴収のポイント
徴収後はこの書類を社会保険手続事務等や賃金計算にに使用しますので、後の事務が滞らな

賃金の支払い（労基法第２４条）

被服貸与規定サンプル

職員物品貸与管理表

労働者名簿作成

労働者の

①氏名②生年月日③履歴④性別⑤住所⑥従事する業務の種類
⑦雇入れの年月日⑧退職年月日（解雇の場合はその理由）⑨死
亡の年月日及びその原因

以上を記載した台帳を調製します。

労働者名簿
各事業場ごとに、各労働者について調製します。
記載事項に変更があった場合は遅滞なく訂正しなければなりません。
３年間の保存義務があります。

労働者名簿の調製と記録の保存
（労基法第１０７条,１０９条）

社会保険等資格
取得手続

《健康保険・厚生年金保険》
①採用した職員から徴収した書類（年金手帳等）を元にして、健
康保険・厚生年金被保険者資格取得届に必要事項を記入しま
す。
健康保険法の被扶養者が有る場合は、健康保険被扶養者（異
動）届も必要になります。
②①の届に必要な書類を添付し、事業主印を押印のうえ、所轄社
会保険事務所に提出します。

《雇用保険》
①雇用保険被保険者資格取得届に必要事項を記入します。
②①の届に必要な書類を添付し、事業主印を押印のうえ、所轄公
共職業安定所に提出します。

《届出後の事務》
①上記の資格取得手続後、資格取得届等の控え及び被保険者
証（健康保険被保険者証、雇用保険被保険者証）をもらいます。
②健康保険被保険者証（被扶養者がある場合は本人分及び家
族分）を、本人に渡します。
③雇用保険被保険者証は、被保険者に渡し、事業主控えを事業

資格取得届の提出期限

健康保険・厚生年金保険→採用日から５日以内

雇用保険→採用日の属する月の翌月１０日までに

添付書類等

健康保険・厚生年金保険
　被扶養者がある場合は、被扶養者（異動）届
　年金手帳
　被扶養者に関する証明書（扶養がある場合）

雇用保険
　雇用保険被保険者証（転職者等）
　労働者名簿
　賃金台帳
　出勤簿（タイムカード）

福利厚生関係手続 財形貯蓄等の制度がある場合はその加入手続を行います。

法定福利厚生
健康保険（介護保険を含む）・厚生年金保険
雇用保険・労災保険

上記は、適用事業所である限り、法的に加入しなければならない保険ということで、法定福利厚
生と位置づけられています。

法定外福利厚生
財形貯蓄・社内貸付等
職場サークル等への活動補助
慶弔保険加入
永年勤続表彰
人間ドッグ補助・・・等様々な制度が考えられます。

費用対効果を検討の上で、職員のモチベーションの上がる対策を検討しましょう。

退職金制度加入手続 退職金制度がある場合で、退職金制度の運用を外部に委託している場合は、その加入手続を行います。

退職金制度

退職金制度に関するポイントは、コンビニ商品「退職金制度の解説資料」をご参照下さい。
コンビニ商品「退職金制度の解説資料」

被服・名刺等貸与 ①部署及び業務内容にあわせた制服を貸与します。②名刺が必要な職員には名刺を配布します。

被服貸与
被服は貸与するものですから、貸与期間や、退職時の返還、貸与期間中の補修や洗濯の費用
負担、着用ルール等を「制服規程」等を定めて貸与するのが良いでしょう。

名刺
名刺が必要な職員については、内定段階で配属が決定している場合は、事前に印刷準備をし、
配属当日に配布します。いずれにしても、お客様宅へ訪問したり、営業する職員には、名刺が必
ず必要になりますので、配布が遅れたりしないよう注意が必要です。

http://www.carebiz.net


